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１．業界団体が全国的に展開している対策や提言
①「ＬＰガス安全応援推進運動 “すべてはお客様の安心のために” 」の実施状況
（一般社団法人全国ＬＰガス協会）
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○一般社団法人全国ＬＰガス協会（以下「全Ｌ協」という。）は、平成２７年４月から平成３０
年３月までの３年間、「ＬＰガス安全応援推進運動 “すべてはお客様の安心のために” 」
を実施。
○地域性を踏まえた対策を行うため、都道府県協会自らが個別のＬＰガス販売事業者と連
携を密にした活発な運動を展開するよう計画して実施した。
○初年度となる平成２７年度は全Ｌ協より以下の８つを推奨事項として掲げた。

「ＬＰガス安全応援推進運動 “すべてはお客
様の安心のために” 」（平成２７年４月から３
年間）
【全国目標 】
重大事故（Ｂ級以上の事故）ゼロ
ＣＯ中毒事故ゼロ

平成２７年度の具体的推奨事項

① 自主保安活動チェックシートを活用した自己
診断の推進

② 業務用施設の事故防止対策の推進（ＣＯ中
毒事故防止等）

③ 住宅における不完全燃焼防止装置の付いて
いないお客様への交換促進及び特別な注意
喚起

④ ガス栓カバーの設置促進

⑤ 供給機器の期限管理の徹底

⑥ ガス放出防止型高圧ホースまたはガス放出
防止器の設置促進

⑦ 災害時の連絡体制の整備

⑧ 災害時の支援体制の整備
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【全ての都道府県協会が実施する対策】

◇ 販売事業者に起因する事故防止

◇ 自然(雪害含む)災害対策
◇ ＣＯ中毒事故防止(業務用厨房施設・一般消費者含む) 
◇ お客様の不注意による事故防止

【 特色ある対策 】

◇ 地域婦人連合会と協賛研修会

◇ ふれあいサポート運動

◇ 保安啓発活動（ＬＰガスの安全な使い方等のＰＲ等）

◇ 放置容器（停滞容器）の回収

平成２７年度「ＬＰガス安全応援推進運動 “すべてはお客様の安心のために” 」
の実施状況

都道府県協会は、自らの実施計画を策定の上、運動を実施した。
なお、全ての都道府県協会が実施する対策及び特色ある対策は以下のとおり。



○日本液化石油ガス協議会を始めと
する七協議会は、平成２４年１０月に
以下の３項目を行動基準として採択
し、実態調査を実施。平成２８年３月
に結果をとりまとめた。

（１）消費者に起因するＬＰガス事故の
防止対策としてのガス栓カバーの普
及促進。

（２）事業者に起因するＬＰガス事故の
防止対策としての調整器の期限管理
の実態調査。

（３）業務用ＣＯ中毒の事故対策機器
の普及状況の実態調査。

１．業界団体が全国的に展開している対策や提言
②七協議会における行動基準の採択
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液化石油ガスの保安に特化した指導者の育成を行い（保安専門技術者指導等事業）、その指
導者が各地域で講習会を行ったり、中小の液化石油ガス販売所等で個別に指導を行うこと（地
域保安指導事業）により、全体的な保安レベルの維持、向上を図る。

○保安専門技術者の育成（２７年度実績：講習会延べ２０回、修了者数延べ２２７人）
・法令指導講習
・保安業務指導講習
・ＣＯ中毒事故防止技術講習
・ＬＰガス災害対策講習

指導者の育成（保安専門技術者指導等事業）

○地域保安講習会の実施（２７年度実績：講習会８１回、受講者数６，０５８人）
○中小零細販売事業者への個別指導・点検調査指導

（２７年度実績：事業所２７８カ所、受講者数６８５人）

指導者による地域保安講習会等の実施（地域保安指導事業）

２．保安教育の確実な実施
保安専門技術者指導事業及び地方における講習会等

液化石油ガス保安指導者の育成と講習会等の実施（委託事業）
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３．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進
①液化石油ガス消費者保安功績者表彰（１／５）
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平成２３年度 （２４件）
埼玉県
株式会社どばし、有限会社丸久小川商店、有限会社古沢商店、
株式会社伊奈石油

東京都
高崎商店

新潟県
越後プロパン株式会社

静岡県
株式会社いちまる、タナカ燃料株式会社 静岡北支店

滋賀県
有限会社中村ホームガス、有限会社北伊ホームガス、有限会
社宮川燃料

京都府
株式会社大塚油司

大阪府
ニシダガスセンター株式会社、新日本ガス株式会社、西川商店、
有限会社大紀物産

兵庫県
向井商店、市野商店

和歌山県
四季亭産業株式会社

広島県
祇園山崎ガス株式会社、青木プロパン株式会社

長崎県
株式会社道ノ尾ガス

大分県
株式会社ダイプロ大分販売、株式会社ダイプロ南部販売

商務流通保安審議官表彰、高圧ガス保安協会長表彰、LPガス安全委員会長表彰の受賞者

平成２４年度 （１９件）
北海道
船泊漁業協同組合

埼玉県
株式会社遠藤商店、株式会社どばし、有限会社丸久小川商店

新潟県
越後プロパン株式会社

静岡県
タナカ燃料株式会社 静岡北支店、マルチ住設株式会社

滋賀県
有限会社中村ホームガス、有限会社北伊ホームガス、有限会社
宮川燃料、有限会社たわだ商店

大阪府
新日本ガス株式会社

兵庫県
横田ガス株式会社、ハリマホームガス株式会社、有限会社高島
燃料、株式会社エビス、・藤商店

大分県
株式会社ダイプロ別杵国東販売

鹿児島県
井上商工株式会社 枕崎営業所



３．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進
①液化石油ガス消費者保安功績者表彰（２／５）
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平成２５年度 （１２４件）
北海道
広瀬プロパン、富士ホームエナジー株式会社 苫小牧営業所、釧路石
炭販売株式会社、北海道エア・ウォーター株式会社 知内サービスセン
ター、道東エア・ウォーター株式会社 更別サービスセンター、日高エ
ア・ウォーター株式会社 新ひだかサービスセンター、道北エア・ウォー
ター株式会社 豊富サービスセンター、北海道エア・ウォーター株式会
社 東胆振サービスセンター、北海道エア・ウォーター株式会社 登別
サービスセンター、道南エア・ウォーター株式会社 黒松内サービスセ
ンター、北海道エア・ウォーター株式会社 比布サービスセンター、道央
エア・ウォーター株式会社 美唄サービスセンター、帯広大正農業協同
組合、株式会社三ツ輪商会、東綱商事株式会社 恵庭営業所、北海道
エア・ウォーター株式会社 札内サービスセンター、西川産業株式会
社、北海道エア・ウォーター株式会社 釧路エネルギーグループ、道東
エア・ウォーター株式会社 白糠サービスセンター

青森県
陸奥高圧ガス株式会社、株式会社ミツウロコ 弘前店

岩手県
水沢ガス株式会社、釜石瓦斯株式会社、小原自動車工業株式会社

山形県
有限会社西方燃料店、株式会社さのや、荘内ガス株式会社 本社、長
井プロパンガス販売所

福島県
若松ガス株式会社 猪苗代支店、若松ガス株式会社 坂下支店

茨城県
株式会社鹿島製油、中神屋商店、有限会社ナカジマ商事、有限会社瀬
尾泰三商店、株式会社白川商店、株式会社下館ホームガスセンター、
カンプロ株式会社、有限会社大丸ホームセンター、株式会社水沼、西
谷商店、茨城通運株式会社 大宮販売所、小岩井商事株式会社

群馬県
有限会社大澤商店、金井燃料店、三国商事有限会社

埼玉県
株式会社遠藤商店、株式会社どばし、有限会社丸久小川商店、株
式会社伊藤燃料、株式会社神谷燃料 本社営業所、有限会社佐
藤半兵衛商店

東京都
株式会社ガスパル

神奈川県
有限会社大岩商会、株式会社サンワ、有限会社大栄ガス

新潟県
越後プロパン株式会社

富山県
株式会社氷見日通ガス

石川県
有限会社井出商事

福井県
有限会社梶野商店、道伝産業有限会社

山梨県
株式会社ミツウロコ 都留店

静岡県
巻田油業株式会社

滋賀県
有限会社中村ホームガス、有限会社宮川燃料、有限会社北伊
ホームガス、有限会社たわだ商店

大阪府
西本ガス住設機器株式会社、新日本ガス株式会社、有限会社中
塚屋、阪奈瓦斯株式会社



３．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進
①液化石油ガス消費者保安功績者表彰（３／５）

9

兵庫県
株式会社山田商店、山上商店、洲本液化ガス株式会社、協同
液化石油ガス株式会社、株式会社木本ガス設備、有限会社室
津プロパン、白井商店、株式会社長浜住宅設備機器、三和商事
株式会社、共和商事株式会社、株式会社イイヅカ、有限会社高
島燃料、東播産業株式会社、扇港興産株式会社 小野支店、藤
井ガス店、林田ガス株式会社、ハリマホームガス株式会社、上
郡ガスセンター株式会社、株式会社共和溶材、五色液化石油ガ
ス協業組合、タツミ産業株式会社、阪神瓦斯産業株式会社、丸
善産業株式会社、有限会社岩本燃料、扇港興産株式会社 神
戸充てん所、目薬屋商店、有限会社ガスショップうね、有限会社
揖保ガス 龍野支店、有限会社揖保ガス

奈良県
株式会社ミツウロコ 奈良店

鳥取県
株式会社トンボプロパンガス、株式会社トンボ、有限会社法橋
商店

島根県
島前ガス株式会社、浜田マルヰ株式会社 江津支店、三和ガス
株式会社 江津営業所、浜田マルヰ株式会社、荒木燃料株式
会社

岡山県
大内石油株式会社、斎藤産業株式会社、合田産業株式会社

山口県
防府日石ガス株式会社、株式会社周南瓦斯センター、株式会
社大宮商会、有限会社金井石油店

福岡県
有限会社前田商会 本社、サンダーガス株式会社

大分県
株式会社ダイプロ北部販売 四日市営業所、株式会社ダイプロ大分
販売 南大分営業所、株式会社ダイプロ日田

沖縄県
マルヰ産業株式会社 本社事業所、有限会社神崎ガス工業、マルヰ
産業株式会社 糸満事業所、マルヰ産業株式会社 西原支店

平成２６年度 （６２件）
北海道
道南エア・ウォーター株式会社 伊達サービスセンター、北海道エア・
ウォーター株式会社 木古内サービスセンター、道東エア・ウォーター
株式会社 豊頃サービスセンター、道東エア・ウォーター株式会社
中標津サービスセンター、道央エア・ウォーター株式会社 古丹別
サービスセンター、道北エア・ウォーター株式会社 稚内サービスセ
ンター、道南エア・ウォーター株式会社 八雲サービスセンター、北海
道エア・ウォーター株式会社 赤平サービスセンター、北海道エア・
ウォーター株式会社 帯広エネルギーグループ

岩手県
花巻ガス株式会社、株式会社笠井

秋田県
株式会社いいつか

福島県
山正酸素株式会社

茨城県
有限会社菊地金物店、有限会社ナカジマ商事、株式会社水沼、カン
プロ株式会社



３．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進
①液化石油ガス消費者保安功績者表彰（４／５）
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埼玉県
株式会社どばし、有限会社丸久小川商店、伊奈都市ガス株式
会社、オオノガス株式会社

東京都
有限会社トミタ、株式会社ガスパル

神奈川県
有限会社島屋商店、カントーガス株式会社

新潟県
越後プロパン株式会社、株式会社村山商会

富山県
入善日通プロパン販売店

石川県
西川プロパンガス株式会社

静岡県
長田ガス株式会社

滋賀県
有限会社中村ホームガス、有限会社宮川燃料、有限会社たわ
だ商店、有限会社北伊ホームガス

大阪府
ガスワークオカゲ株式会社、新日本ガス株式会社

兵庫県
株式会社木本ガス設備、株式会社米安商会、藤井ガス店、丹波
ひかみ農業協同組合、有限会社高島燃料、三和商事株式会
社、但馬米穀株式会社 ガスセンター、有限会社阪本商店、洲
本液化ガス株式会社、山中ガス、淡路マルヰ株式会社

島根県
株式会社福島石油、有限会社槙原商事

岡山県
大内石油株式会社、合田産業株式会社、有限会社古森プロパン
店、岡山東農業協同組合 和気燃料ガスセンター

山口県
防府日石ガス株式会社、有限会社イズモヤ、株式会社ウエムラエナ
ジー

福岡県
サンダーガス株式会社 苅原店、株式会社エコア 北九州西営業所

大分県
株式会社ダイプロ別杵国東販売 別府営業所、株式会社ダイプロ南
部販売 佐伯営業所、株式会社ダイプロ豊肥販売 荻営業所

沖縄県
有限会社神崎ガス工業

平成２７年度 （７３件）
北海道

北海道エア・ウォーター株式会社 函館エネルギー営業所、道南エア・
ウォーター株式会社 豊浦サービスセンター、北海道エア・ウォーター
株式会社 恵庭店、オホーツク・エア・ウォーター株式会社 美幌サー
ビスセンター、道央エア・ウォーター株式会社 深川サービスセンター
、道央エア・ウォーター株式会社 富良野サービスセンター、北海道ミ
ツウロコ株式会社 札幌北店、株式会社エネサンス北海道 根室ガス
ショップ、西川産業株式会社、道北エア・ウォーター株式会社 中川サ
ービスセンター、北海道エア・ウォーター株式会社 白老サービスセン
ター

岩手県
東綱商事株式会社北上営業所



３．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進
①液化石油ガス消費者保安功績者表彰（５／５）
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山形県
株式会社ミツウロコ 置賜店

福島県
若松ガス株式会社 郡山支店、福陽ガス株式会社

茨城県
有限会社菊地金物店、株式会社水沼、有限会社ナカジマ商事

栃木県
株式会社あいづや、いそひ商店、有限会社大嶋栄一商店

埼玉県
株式会社どばし、株式会社伊藤燃料、有限会社丸久小川商店、
伊奈都市ガス株式会社、株式会社豊田、オオノガス株式会社

千葉県
株式会社鈴木屋、オバラ住設株式会社、株式会社冨士クラスタ千
葉、八日市場瓦斯株式会社、有限会社山崎清八商店、海匝ガス
事業協同組合、株式会社ミツウロコ 千葉店

東京都
株式会社山口商店、株式会社ガスパル

新潟県
越後プロパン株式会社

静岡県
長田ガス株式会社

岐阜県
株式会社吉田プロパン、末松商事株式会社

福井県
高倉ガス株式会社

滋賀県
有限会社たわだ商店、有限会社宮川燃料、有限会社北伊ホーム
ガス、有限会社中村ホームガス

和歌山県
南紀プロパンガス株式会社 新宮本社

大阪府
株式会社秀幸

兵庫県
有限会社井宗商店、株式会社中村商店、株式会社木本ガス設備、但
馬米穀株式会社ガスセンター、洲本液化ガス株式会社、髙山産業株
式会社、株式会社ＪＡエネルギー兵庫 わだやまＬＰガス販売所、井
本産業株会社

広島県
上島瓦斯株式会社、有限会社芸北プロパン不二屋、広島ガス高田販
売所株式会社

岡山県
大内石油株式会社、青木ガス機器産業株式会社 笠岡営業所、青木
ガス機器産業株式会社、岡山東農業協同組合 和気燃料ガスセン
ター、大和マルヰガス株式会社 吉備営業所、大和マルヰガス株式会
社 水島営業所、大和マルヰガス株式会社 総社営業所

高知県
土佐ガス株式会社

福岡県
株式会社髙岡、久留米エル・ピー・ガス株式会社、サンダーガス株式
会社 苅原店

大分県
株式会社ダイプロ北部販売 高田営業所、株式会社ダイプロ別杵国東
販売 国東支店、株式会社ダイプロ南部販売 津久見支店

沖縄県

株式会社りゅうせきエネプロ 宮古支店
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本省（ガス安全室）所管
橋本産業株式会社、マルハ産業株式会社、伊丹産業株式会
社、ガステックサービス株式会社、フジホームサービス株式会
社、太平産業株式会社、西日本液化ガス株式会社、株式会社
ガスパル

関東・東北産業保安監督部所管
京濱燃料株式会社、日本コークス販売株式会社

中部・近畿産業保安監督部所管
名古屋プロパン瓦斯株式会社、朝日ガスエナジー株式会社、阪
奈瓦斯株式会社

中国・四国産業保安監督部所管
つばめガス株式会社、日ノ丸産業株式会社

北海道所管
株式会社ホクタン、帯ガス燃料株式会社

青森県所管
桝澤石油店（桝澤昭七）

岩手県所管
東邦スワン株式会社、株式会社丸片ガス、株式会社細谷地、二
戸ガス株式会社、株式会社Ｅポート

宮城県所管
いしのまき農業協同組合、株式会社アミックス、カガク興商株式
会社、有限会社三忠商店

秋田県所管
株式会社やすとく

山形県所管
山形酸素株式会社、鶴岡市農業協同組合、酒田市袖浦農業協
同組合、株式会社みどりサービス、株式会社あいとサービス

福島県所管
金成燃料株式会社、株式会社あんしん、有限会社宗像清商店、
会津みどり農業協同組合、会津みなみ農業協同組合、会津い
いで農業協同組合、株式会社アポロガス、ＪＡあいづ燃料株式
会社、あぶくま石川農業協同組合、ふたば農業協同組合（休止
中）、株式会社ＪＡいわき市燃料サービス、ＪＡみちのく安達燃料
株式会社

茨城県所管
有限会社鈴木清蔵商店

栃木県所管
株式会社石澤商店、有限会社金子商店、大山商店（大山光

昭）、株式会社タナカ石油ガス、有限会社ダイセイ、有限会社鬼
怒川食販岩本、協同組合栃木エルピーガスセンター、有限会社
モリタヤ商事、マルヰガス宇都宮株式会社、株式会社ＪＡエル
サポート、有限会社ナガサワ

群馬県所管
有限会社大澤商店、館林･ハシモト･エネルギー株式会社、甘楽
富岡農業協同組合

埼玉県所管
有限会社秋葉中店、株式会社勇内山ホームガス、横川石油ガ
ス株式会社、有限会社北田油店、有限会社宮沢燃料、小山商
事株式会社、有限会社島村商店、株式会社どばし、有限会社コ
バヤシ商事、有限会社丸久小川商店、株式会社遠藤商店

液石法第３５条の６に基づき経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けた事業者
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千葉県所管
有限会社吉浜庄蔵商店

東京都所管
西東京農業協同組合

神奈川県所管
有限会社城進燃料

新潟県所管
新潟・ハシモト・エネルギー株式会社、北陸天然瓦斯興業株式会
社

山梨県所管
フルーツ山梨農業協同組合、クレイン農業協同組合、梨北農業
協同組合、株式会社さんけい

長野県所管
千曲通商株式会社、宮島燃料店、朝日オーム株式会社、有限会
社清水商店、有限会社古間ラジオテレビ商会、早武商店、株式
会社岐阜屋、株式会社森田、有限会社みこしば、有限会社小林
農産、塩尻市農業協同組合、株式会社堀内商事、有限会社中村
燃料店、北信米油株式会社、有限会社吉越石油、長野日石ガス
株式会社、サンリン株式会社

静岡県所管
遠州中央農業協同組合、菊水商事有限会社、株式会社中川

富山県所管
株式会社三ノ宮燃料、中越産業株式会社、丸三商事株式会社

石川県所管
有限会社東燃プロセス、珠洲市農業協同組合

岐阜県所管
岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社、めぐみの農業協同組合、
石黒商事株式会社、東美濃農業協同組合、平和プロパン瓦斯株

式会社、株式会社山善商店、高山エルピージー販売株式会社、
飛騨農業協同組合、株式会社東亜、株式会社東海ＬＰＧセン
ター、丹羽ガス株式会社、西美濃農業協同組合、山十商事株式
会社、株式会社井澤商店、合名会社田中屋商店、株式会社野寺
商店、いび川農業協同組合

愛知県所管
あいち三河農業協同組合、蒲郡市農業協同組合、株式会社エネ
チタ、名古屋エネルギー株式会社、株式会社コジマガス、原田石
油株式会社、愛知東農業協同組合、株式会社スマイルガス、手
島ガス住設株式会社

三重県所管

志摩ガス協業組合、伊賀南部農業協同組合、株式会社モリ京、
有限会社ナカノ、多気郡農業協同組合、一志東部農業協同組合
、石井燃商株式会社、三重北農業協同組合、鳥羽志摩農業協同
組合、三重コープ産業株式会社、株式会社ＪＡサービス三重四日
市、松坂農業協同組合

福井県所管
株式会社コープ武生、AOIホームエネルギーソリューション株式
会社、共和マルヰ株式会社、有限会社梶野商店

滋賀県所管
有限会社中村ホームガス、有限会社宮川燃料、有限会社北伊
ホームガス、有限会社たわだ商店

京都府所管
新和工産株式会社、株式会社京丹後エネルギー、有限会社峰山
石油

大阪府所管
ガスワークオカゲ株式会社、大栄産業株式会社、株式会社大栄
液化ガス、西本ガス住設機器株式会社、木村商店
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兵庫県所管

株式会社ダイワ、三木産業株式会社、杉本商店、目薬屋商店、タ
ツミ産業株式会社、市野商店、ハリマホームガス株式会社、脇田
商店、毎日ガスセンター株式会社、船喜商店、上郡ガスセンター
株式会社、但馬米穀株式会社

奈良県所管
西谷マルヰ株式会社

和歌山県所管
エコガス株式会社、株式会社山賀屋、杉尾プロパンガス店

鳥取県所管
鳥取瓦斯産業株式会社、株式会社ＪＡいなば燃料センター、株式
会社ＪＡ中央サービス、株式会社トンボプロパンガス、株式会社鳥
取西部ジェイエイサービス

島根県所管
浜田マルヰ株式会社

岡山県所管

浅野産業株式会社、藤井燃料株式会社、新見ガス株式会社、中
央ガス株式会社、有限会社古森プロパン店、大和マルヰガス株式
会社、矢掛マルヰ株式会社、有限会社金友商店、横山石油株式
会社、マリンガス株式会社

広島県所管
かなめだ商店（要田軍司）、有限会社粟井商店、吉田物産株式会

社、株式会社正原、可部ガス販売株式会社、有限会社西本屋、株
式会社さくらＢＩＭ、有限会社中村設備産業、有限会社岡田燃料店
、株式会社三次クミアイ燃料、広島ガス高田販売株式会社、正木
商事株式会社、株式会社広島クミアイ燃料、広島ガス三次株式会
社

山口県所管
株式会社マダ

徳島県所管
宮崎商事株式会社、徳島シティガス株式会社、阿波みよし農業
協同組合

愛媛県所管
共同瓦斯株式会社、株式会社天宗、西条市農業協同組合、今治
立花農業協同組合、西宇和農業協同組合

高知県所管
アイランドガス有限会社

福岡県所管
三陽ガステック株式会社、北九州プロパン瓦斯株式会社

佐賀県所管
株式会社ＪＡライフサポート佐賀、伊万里市農業協同組合

長崎県所管
有限会社長崎新光ガス

大分県所管

株式会社ダイプロ大分販売、株式会社ダイプロ南部販売、株式
会社ダイプロ日田、株式会社ダイプロ別杵国東販売、株式会社
ダイプロ豊肥販売、株式会社ダイプロ北部販売

宮崎県所管
東洋プロパン瓦斯株式会社

鹿児島県所管

あいら共同株式会社、株式会社きもつき、さつま日置農業協同組
合ガスセンター、株式会社ジェイエイエコパル

沖縄県所管
有限会社セゾン社



食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について（要請）
＜平成２７年６月２６日＞

○経済産業省から、次の団体の長あてに実施要請
全国ＬＰガス協会、日本液化石油ガス協議会、全国ＬＰガス保安共済事業団
高圧ガス保安協会、日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会
日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会、日本フランチャイズチェーン協会、
日本ショッピングセンター協会、新日本スーパーマーケット協会
○経済産業省から、次の関係省庁あてに、関係機関・関係団体への注意喚起を要請
総務省 消防庁 予防課
厚生労働省（健康局 生活衛生課、労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課）
農林水産省（食品産業局 企画課、食料産業局 食品製造卸売課、食料産業局 食品小売サービス課 外食産業室）
文部科学省（スポーツ・青少年局 学校健康教育課、生涯学習政策局 生涯学習推進課、社会教育課）
国土交通省 観光庁 観光産業課
経済産業省（製造産業局 産業機械課、商務情報政策局 日用品室、商務流通グループ 製品安全課、流通政策課）

（（１）ガス消費設備使用中は、冷暖房機を使用する時期においても、必ず換気（給排気）を実施。

（２）ガス消費設備の点検（使用開始時と使用終了時、１日１回以上の作動状況点検等）及び異常時の適切
な措置。

（３）日頃からの手入れの実施、自然災害後及び停電時の注意。
（４）グリスフィルター、脱臭フィルター等の定期的な清掃又は交換。
（５）万一の不完全燃焼に備えた業務用換気警報器の設置。
（６）業務用換気警報器が鳴動した場合、十分に換気等をするとともに、至急、事業者等に連絡すること。

内容：ガス消費設備の使用者と管理者への注意喚起

15～平成22～27年度にも同様の注意喚起を関係省庁に要請～

◎食品工場及び業務用厨房施設でのＣＯ中毒事故
平成２７年：４件（死者０名、症者１２名）、平成２６年：６件（死者１名、症者８名）

４．ＣＯ中毒等事故防止対策
①食品工場及び業務用厨房施設でのCO中毒事故防止注意喚起（平成２７年６月２６日）
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要請文書

（総務省宛の例）
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【参加省庁】
内閣府 消費者庁 消費者安全課
総務省 消防庁 予防課
文部科学省 スポーツ・青少年局 学校健康教育課
厚生労働省 健康局 生活衛生課
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課
農林水産省 食料産業局 食品小売サービス課 外食産業室
農林水産省 食料産業局 食品製造卸売課
国土交通省 観光庁 観光産業課
経済産業省 商務情報政策局 日用品室
経済産業省 商務流通保安グループ 流通政策課
経済産業省 商務流通保安グループ 製品安全課

経済産業省 商務流通保安グループ 高圧ガス保安室
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○業務用厨房施設等における一酸化炭素（ＣＯ）中毒により、消費者、労働者が被災する事
故が多発している状況を踏まえ、危害防止に資する事故情報や行政の取組事例等の情
報交換を目的として、関係省庁による会議を設置。
○平成22年4月に第1回を開催、平成27年5月26日で6回目。
○第6回ＣＯ中毒事故連絡会議では、事故の状況、普及啓発活動及び技術開発の状況等に
ついて、関係省庁及び関係団体と意見交換を行うとともに、当該関係省庁及び関係団体
に対し、事故防止に係る協力を要請。

４．ＣＯ中毒等事故防止対策
②業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故連絡会議（平成２７年５月２６日）



４．ＣＯ中毒等事故防止対策
③業務用厨房メンテナンスによる事故防止ついての注意喚起のためのリーフレット

○経済産業省は、総務省消防庁と協力し、業務用厨房でのガス機器等の清掃・メンテナ
ンスについて、リーフレットを作成。消防庁のＨＰに掲載。

消防庁ＨＰ：http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8.html
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○平成２５年６月１２日、沖縄県内のパン
屋において、業務用オーブンを使用
中、従業員１名が死亡、１名が中毒とな
る事故が発生。

○一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協
会は、平成２５年６月１７日付けで、会
員のＬＰガス販売事業者に、自社の供
給する業務用施設に対し、換気（吸気・
排気）の注意喚起徹底、ＣＯ警報器等
の安全機器の取り付け促進、業務用施
設の再点検の実施等の保安対策の徹
底を依頼。

４．ＣＯ中毒等事故防止対策
④業務用厨房実態調査の結果及び各主体に推奨する取組等について

（平成２５年６月１７日）



○平成２４年２月２１日に発生した業務用
厨房におけるめんゆで器の不適切使用
に係る事故を契機に、めんゆで器に係
る実態調査を実施。

○その結果及び各主体に推奨する取組
等について公表。

○平成２５年６月５日に日本厨房工業会、
めんゆで器メーカー等と開催したそば釜
等事故対策会議で調査結果や最近の
事故状況について説明し、事故防止の
ための情報交換を実施。

４．ＣＯ中毒等事故防止対策
⑤業務用厨房実態調査の結果及び各主体に推奨する取組等について

（平成２５年１月２４日）
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http://www.meti.go.jp/policy/safety_sec
urity/industrial_safety/oshirase/2013/01/
250124-2.html



業務用厨房機器の使用者の皆様へ
○業務用厨房機器の使用時には給排気が適切に行われているか確認してください。また、異常を感じた場合は、使用
を中止し、メーカーによる点検を受けてください。

○業務用厨房機器には見えない部分や清掃できない部分があるため、メーカーによる定期的なメンテナンスを受けて
ください。

○製造年が不明な業務用厨房機器は、機器管理の要となる定期的なメンテナンス、経年劣化の判断、買換時期の決
定等に支障を来す恐れがあることから、使用者自らが設置した時期を明示し、自主管理してください。

液化石油ガス販売事業者の皆様へ
○今回の事故の対象となったＡ社製のめんゆで器（同一型式及び類似型式）の使用者に対しＡ社の対応(※)を紹介し、
対策を促してください。

※Ａ社の対応：排気筒を延長するカバー（高さが高く、上面に物が置けないよう傾斜が付いている。）を作成し、警告
シールとともに無償で提供中。

○定期消費設備調査等の機会に、業務用厨房機器の設置環境や使用状況を確認し、使用者に対して、清掃、修理、
オーバーホール、ＣＯ濃度測定等の定期的メンテナンスの必要性を働きかけてください。

○使用者に対し、業務用厨房における事故事例（本省ＨＰに掲載されている事故事例や高圧ガス保安協会作成の冊
子等）を活用し、ＣＯ中毒事故防止のための注意喚起を行ってください。

業務用厨房機器のメーカーの皆様へ

○使用者による誤った使用を避けるため、機器の構造で予防できるよう設計を工夫するとともに、厨房機器の使用者
に対して、その適切な使用方法を周知してください。

○使用者に対し、定期的なメンテナンスの重要性を説明し、その実施を促してください。

○メーカー、型式、製造年が不明な機器も見受けられており、業務用厨房機器の定期的なメンテナンス、経年劣化の
判断、買換時期の決定等に支障を来す恐れがあります。厨房の使用環境でも容易に消えないよう、メーカー、型
式、製造年の表記方法を検討し、実施してください。

22

４．ＣＯ中毒等事故防止対策
⑥業務用厨房実態調査の結果及び各主体に推奨する取組等について

（平成２５年１月２４日）



○経済産業省は、ガスの消費者及び飲食店事業者等を対象にＣＯ中毒事故防止の注
意喚起のためのリーフレットを作成し、ホームページに掲載。

○経済産業省産業保安ＨＰに「ガスの安全サイト」を掲載。ガスを使う際のポイントや非
常時の対応等の情報を掲載。ＰＣ及びスマートフォンで閲覧が可能。

４．ＣＯ中毒等事故防止対策
⑦飲食店事業者及びガスの消費者等への注意喚起

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/detail/lpghoansy
uuchi.html（リーフレット掲載ページ）

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/gas_anzen/index
.html（ガスの安全サイトＵＲＬ）

（飲食店事業者向け）（ガスの消費者等向け）
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４．ＣＯ中毒等事故防止対策
⑧安全なガス機器への交換促進のためのリーフレット

○ＬＰガス安全委員会は安全なガス機器への取替え促進についてのリーフレットを平成２
６年２月に作成、周知。

24http://www.lpg.or.jp/download/pdf/furuigasukigu_dw.pdf



25
出典：平成27年度版中学校理科教科書「理科の世界2年」
大日本図書(株)

○学校教育においても、ＣＯ
の発生の理由、危険性、発
生を防ぐための対策等につ
いて、理科や保健・体育の
教科書に掲載されている。

４．ＣＯ中毒等事故防止対策
⑫学校教育における教科書への掲載による注意喚起



26

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
②用途別周知パンフレットの作成・配布

○一般社団法人全国ＬＰガス協会は、用途別周
知パンフレットを作成し、ＬＰガス販売事業者
等を通じて一般消費者等に配布。



○経済産業省は、バランス型ふろがまの使
用者に向けて安心なガス機器への取り替
え、使用上の注意についてのリーフレット
を平成２５年２月に作成、周知。

○平成２５年２月２１日に独立行政法人製
品評価技術基盤機構で行われた「ＮＩＴＥ・
製品安全センター記者説明会」にて周
知。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/detail/lpghoansyuuchi.html 27

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
③バランス型ふろがまについての注意喚起のためのリーフレット



５．一般消費者等に起因する事故防止対策
④消費者への注意喚起のためのリーフレット

○経済産業省は、消費者起因の事故防止のための以下のリーフレットを作成し、ホー
ムページに掲載。
ガス栓カバーによる誤開放防止
消費機器管理による事故防止

ガス栓カバー

消費機器管理

28
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/files/kikikanri.pdf

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/files/gokaihou.pdf



５．一般消費者等に起因する事故防止対策
⑤ガス栓カバーの出荷数

○ガス栓カバーの出荷数は、平成２３年に比べ、平成２５年は約１１倍、平成２６年は
約１３倍、平成２７年は約１５倍。

29
出典：一般社団法人日本エルピーガス供給機器工業会

暦年 H２０年 H２１年 H２２年 H２３年 H２４年 H２５年 H２６年 H２７年

累計
上半期（1‐6月）
下半期（7‐12月） 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

出荷数 26,847 15,333 5,585 10,675 26,052 9,120 22,642 8,752 155,144 250,858 172,268 176,508 209,435 209,467 226,001 231,275 1,755,962

個



○直近１年間（平成２７年１月から平成２７年１２月末）において、ＬＰガス販売事業者と都市
ガス事業者からの連絡により、消費生活用製品安全法の回収命令の対象機器が２０件
発見された。このうちＬＰガス販売事業者によるものは１０件であった。

○空き部屋や使用していない建物を使用する為に点検等を行った際、１３件発見された。
空き部屋等にも対象機器が存在する可能性を踏まえ、周知を継続することが必要。

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
⑥パロマ製半密閉式ガス瞬間湯沸器の発見状況について

30

ＬＰガス販売事業者、都市ガス事業者の再点検により対象製品を確認したもの

平成２７年

合計

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

累計
（ガス事業者等の再点検により確認）

1330 1333 1334 1336 1336 1339 1341 1341 1342 1345 1348 1350 ‐

増加数
（ガス事業者等の再点検により確認）

0 3 1 2 0 3 2 0 1 3 3 2 20

うちＬＰガス販売事業者が確認 0 3 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 10

空室・不使用建物等 0 0 1 2 0 3 2 0 1 2 1 1 13

ガス供給無し 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6

開栓使用中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1



○製品安全ガイドから、平成１９年５月以降に実施されたリコール情報を確認できる。

ふろがま http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/nenshou_3.html

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
⑦経済産業省製品安全ガイド リコール情報（１／３）

31

計３品目



給湯器 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/nenshou_2.html

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
⑦経済産業省製品安全ガイド リコール情報（２／３）

32

計３品目



燃焼機器 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/nenshou.html

５．一般消費者等に起因する事故防止対策
⑦経済産業省製品安全ガイド リコール情報（３／３）

33

計４品目



５．一般消費者等に起因する事故防止対策
⑧長期使用製品安全点検制度の普及啓発（ＬＰガス安全委員会/経済産業省）（１／２）

長期使用製品安全点検制度の紹介（平成２７年１０月に週刊誌に掲載） 34



５．一般消費者等に起因する事故防止対策
⑧長期使用製品安全点検制度の普及啓発（ＬＰガス安全委員会/経済産業省）（２／２）

長期使用製品安全点検制度の紹介（平成２８年２月に週刊誌に掲載） 35



６．ＬＰガス販売事業者等に起因する事故防止対策
①他工事事故防止についての注意喚起のためのリーフレット

○経済産業省は、厚生労働省と協力し、他工事事故防止についての注意喚起のための
リーフレットを作成し、ホームページに掲載。

http://www.meti.
go.jp/policy/safe
ty_security/indu
strial_safety/san
gyo/lpgas/files/0
226takoji.pdf

36



○ガス機器の給気・排気部を閉塞したまま機器を使用した場合、機器の着火・爆発や異
常燃焼による機器の破損のほか、酸素不足による酸欠や不完全燃焼による一酸化炭
素中毒の発生のおそれがあり、消費者が死亡する事例も発生している。
○住宅塗装工事におけるガス機器の給気・排気部の閉塞によるガス事故
・平成２１年から平成２６年の６年間：計１２１件発生（液化石油ガスと都市ガスの合計）
・平成２５年２７件、平成２６年３６件、平成２７年は４２件に増加。

○こうした状況を踏まえ、平成２８年１月６日、国土交通省土地・建設産業局建設市場整
備課長宛て、塗装工事業者の業界に対し以下の要請を行うよう協力を依頼。
・養生を行う場合は、ガス機器の給気部及び排気部を塞がないこと。
・やむを得ずガス機器の給気・排気部をビニールシート等で塞ぐ場合には、当該ビニー
ルシート等を取り除くまでは絶対にガス機器を使用しないよう、住人への周知を 徹底
すること。
・工事終了後は、速やかに養生のためのビニールシート等を外すこと。

◎同日付けで、全国ＬＰガス協会、日本液化石油ガス協議会、全国ＬＰガス保安共済事業団、
日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会に対して、ガス事業者を通じた一般消費者への
周知を依頼。 37

６．ＬＰガス販売事業者等に起因する事故防止対策
②経済産業省（本省）から国土交通省への協力依頼（平成２８年１月６日）



38



○建設工事等における事故が
液化石油ガス及び都市ガス
において平成２２年から２６
年の５年間で計４４４件発
生、負傷者数４６名に上って
いることから、経済産業省
は、厚生労働省、国土交通
省に対し、事故防止のため
協力要請を実施。

○ＬＰガス販売事業者に対して
も、全国ＬＰガス協会や日本
液化石油ガス協議会を通じ、
協力要請を行った。

６．ＬＰガス販売事業者等に起因する事故防止対策
③建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（平成２８年１月７日）

39



○平成２３年８月１４日に宮崎県内で発生
した調整器の故障に係る事故を契機
に、 宮崎県で調整器の期限管理の実
態調査が行われた。

○これを受け、平成２４年３月に本省及び
産業保安監督部も同様の実態調査を
実施した。

○さらに、その結果を受け、平成２５年１月
に本省所管の５社に対して聞き取り調
査を実施し、調査結果を公表した。

６．ＬＰガス販売事業者等に起因する事故防止対策
④調整器の期限管理状況の調査（平成２５年１月）

40http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/01/250124-1.html



７．質量販売に係る事故防止対策
①質量販売事故防止についての注意喚起のためのリーフレット

○経済産業省は、総務省消防庁と協力し、消費者に対する質量販売事故防止の注意
喚起のためのリーフレットを作成し、ホームページに掲載。

41http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/files/1216shitsuryohanbai.pdf



７．質量販売に係る事故防止対策
②山小屋ＬＰガス使用者向けのＣＯ中毒事故防止の注意喚起リーフレット

○経済産業省は、山小屋のＬＰガス使用者向けに、ＣＯ中毒事故防止の注意喚起のた
めのリーフレットを作成し、ホームページに掲載。

42
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/detail/lpghoansyuuchi.html



○以上から、雪害事故防止のために必要な対策をまとめた
☆供給管・配管まわりの対策として、落雪による損傷を受けやすい箇所では、横引き配管は軒裏、高所に設置する
か、横引きせず立ち上がり配管で引き込む構造とする。また、配管の強度を上げることや固定を行う。

☆容器まわりの対策としては、家屋に隣接した容器収納庫や雪囲いを設ける。折損対策型の単段式調整器を使用
する。また、片側容器直づけタイプでの自動切替式調整器、連結用高圧ホースの接続をしない。

８．落雪対策
①経済産業省における積雪又は除雪による事故防止対策の検討状況について

○経済産業省及び高圧ガス保安協会では、より効果的な積雪地域の雪害対策に資するため、設備
設置実態や、積雪による容器交換作業への影響を調べ、雪害事故防止のために必要な要件を取
りまとめた。

○配送事業者に対するアンケート調査の結果
平成２５年１月～２月にかけ、積雪地域の配送事業社１５０事業所に対してアンケート調査を実施したところ、以下のような傾向が見ら
れている。

・単段式調整器を容器に直接取り付けて使用している消費先が４０％以上を占めている事業者の割合：２０％（５１事業所／１５０事業所）
・片側容器直づけタイプの自動切替調整器を使用している消費先が４０％以上を占めている事業者の割合：３０％（４５事業所／１５０事業所）
・積雪時期において、ガス切れを起こさないために連結用高圧ホースを使用して増設する事業者の割合：５３％（８０事業所／１５０事業所）

接続例）

○検証実験及びアンケート結果の更なる分析を行い、北海道ＬＰガス協会を始めとする関係機関への意見照会を経
て対策をまとめ、平成２５年６月に経済産業省ＨＰに報告書として掲載。

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2013fy/E002780.pdf

○平成１２年～平成２４年に発生した事故の分析
過去１３年間に発生した積雪又は除雪による事故３０１件を分析したところ、雪害事故は、以下のような場合に多く発生している傾向
が見られた。

・高圧ホース及び調整器が損傷した事故１７５件のうち
単段式調整器を容器に直接取り付けていたもの（Ａ）：６５件（３７％）
片側容器直づけタイプの自動切替調整器を使用していたもの（Ｂ）：４１件（２３％） （Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

連結用高圧ホースを使用して増設していたもの（Ｃなど）：１９件（１１％）（うち、片側容器直づけタイプの自動切替調整器を使用したものは５件）

43



44

８．落雪対策
②降積雪期における防災態勢の強化について（平成２７年１１月３０日）

○内閣総理大臣（中央防災会議会長）から各省
庁に、更に経済産業省から全国ＬＰガス協会、
日本液化石油ガス協議会及び全国ＬＰガス保
安共済事業団に行った「降積雪期における防
災体制の強化について」の要請（平成２７年１１
月）を踏まえ、全国ＬＰガス協会及び日本液化
石油ガス協議会からＬＰガス販売事業者等に以
下の内容を依頼。

○降積雪に係る気象情報等に注意を払い、検
針、容器交換及び定期点検等の際に供給設備
周辺の積雪状況の把握に努め、積雪、落雪及
び雪下ろし等除雪に起因した供給設備等の破
損に十分留意するとともに、破損が発生した場
合には、迅速な復旧対策に万全を期すこと。そ
の際、必要に応じて他の事業者等と協力体制
を適切に構築すること。

○給湯器等の給排気筒等への積雪に起因した破
損又は閉塞により一酸化炭素中毒が発生する
恐れがあるため、一般消費者等に対して、機器
の点検及び換気等に十分注意するよう周知す
る等の対策を適切に実施すること。



８．落雪対策
③降積雪期における防災態勢の強化について（平成２７年１２月９日）
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○一般社団法人全国ＬＰガス協
会及び日本液化石油ガス協議
会は、経済産業省からの要請
を踏まえ、再度ＬＰガス販売事
業者等に通知。



８．落雪対策
④北海道監督部管轄内における事故防止の注意喚起（平成２８年１月２５日）
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○北海道産業保安監督部は、平成２８年
１月に「雪害によるＬＰガス事故の発生
防止について」について、ホームページ
上で注意喚起を実施。

http://www.safety-
hokkaido.meti.go.jp/sangyo_hoan/lp_g
as/caution/indexsnow.htm
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８．落雪対策
⑤関東東北産業保安監督部東北支部管轄内における事故防止の注意喚起

（平成２７年１２月１１日）

http://www.safety-tohoku.meti.go.jp/sangyo_hoan/topics/h27topics/271211setsugai.pdf

○関東東北産業保安監督部東北支部は、平成２７年１２月に管内の一般消費者等
に、降積雪期における事故防止のための注意喚起を呼びかけた。



イ 容器設置場所と防護

①玄関脇に設置する ②切妻側に設置する ③軒下に設置する

④容器周辺を囲う ⑤容器収納庫に収納する

ロ 供給設備・配管等の対策

①配管のサイズアップまたは材質等の変更を行う

例）転造ネジの使用、２０Ａの管径の使用（供給管） 等

②横引き配管は、軒下または出窓等の雪の影響がない場所に取り付ける

③横引き配管の支持は、サドルバンドまたはアングル架台を使用する

④支持するネジは、躯体で固定する

⑤横引き配管のソケット、チーズの接続部は、強度を持たせるため支持を前後100mm以内とする
⑥集合管と自動切替調整器の接続がねじ込みの場合は、ねじ込み部の100mm以内に支持金物を取り付ける
⑦自動切替調整器、ガスメーターを取り付ける場合は、できるだけ壁面に近着するよう取り付ける

⑧自動切替調整器は、ガスメーターの下部に設置する

⑨張力式ガス放出防止型高圧ホースを設置する（容器が転倒した場合に有効）

ハ 事故予防体制の整備

○雪害発生時の対応

①緊急時連絡先の整備（ステッカー等での周知） ②消費者に対する協力要請（火を消す、バルブを閉める等）

③通報受付の徹底（氏名、住所、事故の内容等） ④社内体制の整備 ⑤器材の整備

⑥その他（病院等における対応、自治体との連携、交通途絶時の対応等）

○ＬＰガス漏えい時の措置

・容器バルブの閉止、火気の使用中止、滞留したガスについては防爆型ファンによる送風または吸引をする 等

８．落雪対策
⑥一般社団法人北海道ＬＰガス協会における雪害対策

○一般社団法人北海道ＬＰガス協会においては、平成２３年５月に「ＬＰガス設備の雪害対策について」を改訂、「実
行可能なものはすぐに実施」として以下の具体的な対策を推進中。

○これらの対策の実施が１つでも増えれば、また、そのような事業者が増えれば、雪害事故は確実に減少するもの
と期待。
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○経済産業省は、消費者に対する雪害事故防止の注意喚起のためのリーフレットを作
成し、ホームページに掲載。
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８．落雪対策
⑦雪害事故防止についての注意喚起のためのリーフレット

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/files/1121setsugai.pdf



９．自然災害対策
「ＬＰガス災害対策マニュアル（改訂版）」を公表（平成２７年９月）
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○「東日本大震災を踏まえた今後の液化石
油ガス保安の在り方について」（平成２４
年３月総合資源エネルギー調査会 高圧
ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガ
ス部会報告書）において、「１４の対応策」
を提示。
○これらの具体化について、経済産業省か
らの依頼を受け、高圧ガス保安協会「地
震対策マニュアル分科会」において「ＬＰ
ガス消費者地震対策マニュアル」をベー
スに「ＬＰガス災害対策マニュアル」（案）
を作成。
○平成２６年９月、一部改訂を行い、「ＬＰガ
ス災害対策マニュアル（改訂版）」を公
表。
○平成２７年３月、フォローアップの結果を
公表。
○平成２７年９月、一部改訂を行い、「ＬＰガ
ス災害対策マニュアル（改訂版）」を公
表。


